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市
は
、
福
祉
医
療
費
「
老
人
、

乳
幼
児
、
障
害
者
（
児
）、
母

子
、父
子
、遺
児
」に
つ
い
て
、

６
月
３０
日
以
前
か
ら
資
格
が
あ

っ
た
人
に
７
月
１
日
交
付
の
新

し
い
受
給
者
証
を
、
資
格
を
失

っ
た
人
に
資
格
停
止
通
知
を
送

付
し
ま
し
た
。

問
合
せ
は
医
療
助
成
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
１
９
２
）へ
。

助
成
対
象
者
は

福
祉
医
療
費
の
助
成
対
象
者

は
、
西
宮
市
民
で
健
康
保
険
に

加
入
し
て
お
り
、
左
表
に
該
当

す
る
人
で
す
。

該
当
す
る
人
で
、
ま
だ
受
給

者
証
の
交
付
申
請
を
し
て
い
な

い
場
合
は
、
健
康
保
険
証
と
印

鑑
、
必
要
書
類
（
身
体
障
害
者

手
帳
、
戸
籍
謄
本
な
ど
）
を
持

参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
所
得
制
限
の
対
象

と
な
る
人
が
平
成
１５
年
１
月
１

日
現
在
市
外
在
住
で
あ
っ
た
場

合
は
、
そ
の
居
住
地
の
市
区
町

村
が
発
行
す
る
１５
年
度
所
得
証

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

７０
歳
以
上
の
人
は

高
齢
受
給
者
証

昭
和
７
年
１０
月
１
日
以
後
生

ま
れ
の
７０
歳
に
な
る
人
で
、
１

日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生
日
か
ら
、

２
日
以
降
生
ま
れ
の
人
は
誕
生

月
の
翌
月
１
日
か
ら
、
健
康
保

険
の
保
険
者
か
ら
交
付
さ
れ
る

「
高
齢
受
給
者
証
」
を
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
に
問
合
せ
を
。

現
在
、
西
宮
市
で
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
人
が
何
人
い

る
か
ご
存
じ
で
す
か
？

平
成
１５
年
４
月
現
在
、
市
内

の
６５
歳
以
上
の
人
口
約
７
万
１

０
０
０
人
の
う
ち
、
１３
％
に
あ

た
る
約
９
２
０
０
人
が
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。今
後
、

高
齢
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、

要
介
護
認
定
が
必
要
な
人
が
増

え
て
い
く
こ
と
は
十
分
に
予
想

さ
れ
ま
す
。

要
介
護
認
定
は
、
そ
の
人
が

ど
れ
く
ら
い
介
護
の
必
要
が
あ

る
か
を
認
定
す
る
も
の
で
、
調

査
員
が
訪
問
し
て
身
体
の
状

態
を
判
断
す
る
訪
問
調
査
の

内
容
と
、
か
か
り
つ
け
の
医

者
に
記
載
し
て
も
ら
う
意
見

書
の
内
容
で
判
定
を
行
い
ま

す
。介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
場
合
、
こ
の
要
介
護

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、
電
話

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

要
介
護
認
定
に
つ
い
て
の

問
合
せ
は
介
護
認
定
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
１
３
３
）

へ
。 入

院
時
の
食
事
代
の
う
ち
、

１
日
に
つ
き
７
８
０
円
が
患
者

負
担
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
国

民
健
康
保
険
加
入
者
は
減
額
さ

れ
ま
す
。

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど

で
、
９０
日
以
内
の
入
院
の
場
合

は
、
１
日
６
５
０
円
に

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど

で
、
減
額
対
象
者
と
し
て
過
去

１
年
間
の
入
院
日
数
が
通
算
９０

日
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
１

日
５
０
０
円
に

③
７０
歳
以
上
の
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
、

世
帯
の
所
得
が
０
円
の
場
合
は
、

１
日
３
０
０
円
に

該
当
者
は
国
民
健
康
保
険
課

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
�
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
２
０
）、各
支

所
で
減
額
認
定
証
の
交
付
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。
減
額
認
定

証
を
保
険
証
に
添
え
て
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
減

額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
前
年
に
引
き
続
き
、
交

付
申
請
を
す
る
人
は
、
８
月
１

日
か
ら
１５
日
ま
で
に
手
続
き
を
。

※
老
人
保
健
で
の
医
療
に
お

け
る
減
額
認
定
該
当
者
は
、
医

療
助
成
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
１
９
２
）
へ
問
合
せ
を

市
立
中
央
病
院
は
、
７
月
２５

日
か
ら
、
「
お
見
舞
い
（
ご
出

産
お
祝
い
）
メ
ー
ル
」
サ
ー
ビ

ス
を
開
始
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
入
院
患
者
へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
電
子
メ
ー
ル
で
病

院
が
受
け
取
り
、
そ
れ
を
印
刷

し
て
本
人
に
お
届
け
す
る
サ
ー

ビ
ス
で
す
。
仕
事
の
都
合
や
遠

方
の
た
め
、
な
か
な
か
お
見
舞

い
に
行
け
な
い
人
は
、
ぜ
ひ
ご

利
用
を
。
同
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
ア
ド
レ
スhttp://w

w
w
.nishi.or.jp/

〜byouin/

）
か

ら
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ

い
。
台
紙
は
、
お
見
舞
い
（
大

人
用
・
子
ど
も
用
）
と
ご
出
産

お
祝
い
の
３
種
類
を
用
意
し
て

い
ま
す
。
料
金
は
無
料
で
す
。

問
合
せ
は
総
務
課
（
０
７
９

８
・
６
４
・
１
５
１
５
）
へ
。

◆
市
か
ら

西
宮
市
初
の

自
然
保
護
地
区
指
定

市
は
、
７
月
１
日
に
鷲
林
寺

字
剣
谷
国
有
林
の
一
部
（
約
１４

㌶
）
を
、
環
境
保
全
条
例
に
基

づ
き
、「
剣
谷
自
然
保
護
地
区
」

と
し
て
指
定
を
行
い
ま
し
た
。

同
地
区
に
は
、
貴
重
な
湿
原

が
残
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
豊
か

な
生
態
系
を
有
し
て
お
り
、
今

回
の
保
護
地
区
の
指
定
は
、
こ

れ
ら
の
良
好
な
自
然
環
境
の
保

全
を
図
る
も
の
で
す
。

問
合
せ
は
環
境
都
市
推
進
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
２

１
）
へ
。

甲
子
園
五
番
・
花
園
地
区
、

上
鳴
尾
地
区

地
区
計
画
案
を
公
開

市
は
、
甲
子
園
五
番
・
花
園

地
区
お
よ
び
上
鳴
尾
地
区
の
地

区
計
画
案
を
、
都
市
計
画
法
に

基
づ
き
、
７
月
２９
日
か
ら
８
月

１１
日
ま
で
公
開
、
執
務
時
間
中

に
都
市
計
画
部
（
市
役
所
南
館

３
階
）
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

こ
の
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、

公
開
期
間
中
、
市
長
あ
て
に
意

見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

問
合
せ
は
都
市
政
策
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
５
２
６
）へ
。

７
月
３１
日

低
公
害
自
動
車

パ
ネ
ル
展
開
催

市
は
、
こ
の
ほ
ど
天
然
ガ
ス

じ
ん
か
い
車
３
台
を
導
入
し
ま

す
。

導
入
を
記
念
し
て
、
７
月
３１

日
午
前
１０
時
か
ら
午
後
４
時
半

ま
で
、
市
役
所
本
庁
舎
正
面
玄

関
前
で
、
低
公
害
車
に
関
す
る

パ
ネ
ル
展
を
開
催
、
午
後
２
時

か
ら
は
納
車
式
も
行
い
ま
す

（
雨
天
の
場
合
、
市
役
所
本
庁

舎
２
階
２
５
２
会
議
室
で
開

催
）。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
環
境
監
視
セ
ン
タ

ー
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８

０
１
）
へ
。

市
営
住
宅
入
居
世
帯
は

申
告
書
の
提
出
を

市
は
、
市
営
住
宅
に
住
ん
で

い
る
全
世
帯
を
対
象
に
、
収
入

調
査
を
行
い
ま
す
。

８
月
１
日
に
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
平
成
１４
年
中
の

収
入
な
ど
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
８
月
２９
日
ま
で
に
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。
収
入
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
提
出
を
。

問
合
せ
は
西
宮
市
都
市
整
備

公
社
入
居
管
理
課
（
０
７
９
８

・
３
５
・
３
７
６
０
）
へ
。

う
ら
盆
供
物
の

特
別
受
取
り

市
は
、
う
ら
盆
供
物
特
別
受

取
り
を
、
８
月
１５
日
の
午
後
５

時
か
ら
７
時
半
ま
で
行
い
ま

す
。
受
付
場
所
に
つ
い
て
は
、

本
紙
８
月
１０
日
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
合
せ
は
環
境
衛
生
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
０
０
０
２
）へ
。

土
地
利
用
促
進
の
た
め

「
利
子
補
給
制
度
」を
拡
充

阪
神
・
淡
路
大
震
災
復
興
基

金
に
よ
る
、
新
築
住
宅
の
建
設

や
購
入
に
つ
い
て
の
「
利
子
補

給
制
度
」
の
対
象
が
拡
充
さ
れ

ま
し
た
。

平
成
１４
年
度
か
ら
始
ま
っ
た

同
制
度
は
、
被
災
市
街
地
復
興

土
地
区
画
整
理
事
業
地
区
内

（
市
内
で
は
、
西
宮
北
口
駅
北

東
地
区
・
森
具
地
区
）
で
、
個

人
の
新
築
住
宅
の
建
設
や
購
入

に
つ
い
て
の
金
融
機
関
等
の
融

資
に
対
し
て
、
一
定
の
利
子
補

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
も
の
で
す
。

今
年
の
４
月
以
降
、
住
宅
の

他
に
賃
貸
住
宅
や
店
舗
、
事
業

所
も
対
象
に
な
り
、
住
宅
以
外

は
、
個
人
の
他
に
法
人
（
中
小

企
業
）
も
対
象
者
に
な
り
ま
し

た
（
こ
れ
ま
で
に
同
基
金
に
よ

る
被
災
者
支
援
制
度
を
利
用
し

た
人
を
除
く
）
。

詳
し
く
は
、
西
宮
北
口
駅
北

東
地
区
は
北
口
北
東
区
画
整
理

事
務
所
（
０
７
９
８
・
６
６
・

０
４
４
１
）、
森
具
地
区
は
区

画
整
理
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
７
８
５
）
へ
問
合
せ
を
。

勤
労
会
館
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

勤
労
会
館
は
、
会
議
や
研
修

に
利
用
で
き
ま
す
が
、
茶
話
会

な
ど
で
の
飲
食
も
可
能
で
す
。

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
勤
労
福
祉
課
（
０

７
９
８
・
３
４
・
１
６
６
２
）へ
。

�
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

《
０
７
９
８
・
２
２
・
９
９
９
９

（
ツ
ー
ツ
ー
・
シ
キ
ュ
ウ
》

８
月
１
日
〜
１５
日
…
花
火
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
１６
日
〜
３０
日

…
中
毒
の
応
急
処
置
に
つ
い
て
。

平
日
の
午
前
８
時
〜
午
後
５
時

（
土
曜
は
午
前
１１
時
）
▽
病
院

情
報
…
平
日
の
午
後
５
時
（
土

曜
は
午
前
１１
時
）
〜
翌
朝
８
時

と
日
曜
・
祝
日
の
２４
時
間

★
消
防
統
計
（
平
成
１５
年
６

月
中
）
火
災
８
件
（
累
計
４９
件
）

▽
救
急
１
３
３
６
件
（
累
計
８

０
３
２
件
）
▽
救
助
２３
件
（
累

計
１
２
０
件
）

◆
官
公
署
か
ら

検
察
審
査
会
を

ご
存
じ
で
す
か

今
年
は
検
察
審
査
会
法
が
施

行
さ
れ
て
５５
周
年
に
当
た
り
ま

す
。
交
通
事
故
な
ど
の
被
害
に

あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
事
故

の
加
害
者
を
裁
判
に
か
け
て
く

れ
な
い
（
不
起
訴
処
分
）
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
不
起
訴

処
分
の
よ
し
あ
し
を
審
査
す
る
、

そ
れ
が
検
察
審
査
会
制
度
で
す
。

詳
し
く
は
神
戸
検
察
審
査
会

事
務
局
（
０
７
８
・
３
４
１
・

７
５
２
１
）
に
問
合
せ
を
。

◆
そ
の
他

改
正
消
費
税

来
年
４
月
１
日
か
ら
適
用

説
明
会
を
実
施
し
ま
す

消
費
税
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
来
年
４
月
１
日
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。
主
な
改
正
点
は
次

の
と
お
り
。
①
事
業
免
税
点
の

引
下
げ
…
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
る
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
の
上
限
が
１
０
０
０
万
円

（
現
行
３
０
０
０
万
円
）
に

②
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限

の
引
下
げ
…
簡
易
課
税
制
度
を

適
用
で
き
る
、
基
準
期
間
内
の

課
税
売
上
高
の
上
限
が
５
０
０

０
万
円
（
現
行
２
億
円
）
に

西
宮
商
工
会
議
所
は
、
消
費

税
法
改
正
に
関
す
る
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
は
西
宮
商
工

会
議
所
（
０
７
９
８
・
３
３
・

１
１
３
１
）
へ
。

【
８
月
実
施
分
】
会
場
は
い

ず
れ
も
西
宮
商
工
会
議
所
で
。

６
・
１２
・
２３
日
…
午
後
２
時
か

ら
▽
８
・
１８
日
…
午
後
６
時
か

ら

【
９
月
実
施
分
】
１０
日
…
午

後
２
時
か
ら
甲
東
ホ
ー
ル
で
▽

１１
日
…
午
後
２
時
か
ら
若
竹
生

活
文
化
会
館
で
▽
１２
日
…
午
後

２
時
か
ら
網
引
市
民
館
、
午
後

６
時
か
ら
中
兵
庫
信
用
金
庫
西

宮
北
支
店
で
▽
１６
日
…
午
後
２

時
か
ら
今
津
公
民
館
で
▽
１９
日

…
午
後
７
時
か
ら
上
甲
子
園
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
▽
２４

日
…
午
後
２
時
か
ら
な
る
お
会

館
で
▽
２５
日
…
午
後
２
時
か
ら

山
口
町
徳
風
会
館
で

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
幸
泉
サ
ン
ズ
」

入
所
者
募
集

真
心
幸
泉
会
は
、
１０
月
に
山

口
町
下
山
口
で
オ
ー
プ
ン
を
予

定
し
て
い
る
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
の
入
所
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】
特
養
…
要
介
護
度

１
〜
５
に
要
介
護
認
定
さ
れ
た

人
▽
ケ
ア
ハ
ウ
ス
…
独
立
し
て

生
活
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ
る

６０
歳
以
上
の
人

【
定
員
】
特
養
…
５０
人
▽
ケ

ア
ハ
ウ
ス
…
１５
人

【
申
込
】
あ
て
名
、
特
養
・

ケ
ア
ハ
ウ
ス
の
い
ず
れ
か
を
書

き
、
８０
円
切
手
を
張
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
、
８
月
１５
日

（
消
印
有
効
）ま
で
に
幸
泉
サ
ン

ズ
開
設
準
備
室
（
〒
６
５
１
―

１
４
２
１
山
口
町
上
山
口
４
丁

目
２６
―
１４
�
０
７
８
・
９
０
４

・
１
０
７
８
）
へ
資
料
請
求
を

お
詫
び
と
訂
正

本
紙
７
月
１０
日
号
６
面
で
掲

載
し
た
「
交
換
高
校
生
」
の
記

事
内
で
、
多
田
梨
花
さ
ん
の
名

前
が
誤
っ
て
い
ま
し
た
。
正
し

く
は
多
田
江
梨
花
さ
ん
で
す
。

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
合
せ
は
国
際
課
（
０
７
９

８
・
３
２
・
８
６
７
２
）
へ
。

福祉医療費助成の要件
要 件

６５歳以上７０歳未満
《所得制限》受給者１５９万５０００円以下

①１歳児～小学校就学前の乳幼児
《所得制限》保護者４６０万円未満
②０歳児
《所得制限》なし

①身体障害者手帳１級～４級
（４級は入院時のみ助成）
②療育手帳Ａ、Ｂ１とＢ２の一部
《所得制限》いずれも受給者４５９万６０００
円未満、配偶者・扶養義務者６２８万７０００
円未満

単親家庭で１８歳までの子とその養育
をしている母・父または遺児
《所得制限》受給者４１０万円以下、扶養
義務者４６０万円未満

※税計算上控除を受けている扶養者がいる場合
は、１人につき一定額を加えた額が制限額と
なります

種 類

老人医療

乳幼児医療

障害者（児）
医療

母子家庭等
医療

福祉医療費の
新しい受給者証を発行

市
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど

交付申請をしていない対象者は手続きを

入
院
時
の
食
事
代
負
担
を
軽
減

「
減
額
認
定
証
」の
交
付
申
請
が
必
要
で
す

真心メールを患者さんへ

中中央央病病院院のの
メメーールルササーービビスス

～要介護認定って？～

大人用（お見舞い）の台紙。
他に子ども用など全３種類

（３） 平成１５年（２００３年）７月２５日

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


